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漁港施設等活用事業の実施に関する計画（実施計画）

１　実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間
	実施期間
	〇年～〇年（〇年間）

	漁港施設等活用事業の概要

	










	
	水産物の消費の増進に関する事業の内容

	
	






	
	附帯事業に関する内容

	
	






	
	既存の漁協直営レストラン又は直売所との連携に関する内容

	
	








備考
１　漁港施設等活用事業の「実施期間」は、当該漁港施設等活用事業を実施しようとする漁港において策定された活用推進計画に定められた実施期間の範囲内とすること。
２　「漁港施設等活用事業の概要」は、漁港施設等活用事業を実施しようとする漁港において策定された活用推進計画に定められた、漁港施設等活用事業として求められる事業内容の範囲内とし、漁港施設等活用事業の全体概要を示した上で、「漁港施設の貸付け」により実施しようとする漁港施設等活用事業の概要及び実施計画認定後から事業終了までのスケジュールを記載すること。
３　「水産物の消費の増進に関する事業の内容」は水産業の消費の増進に関する事業として実施する事業の具体的な内容及び効果について記載すること。
４　「附帯事業に関する内容」は３の事業に付帯する事業を実施する場合には、その事業の具体的な内容を記載すること。
５　「既存の漁協直営レストラン又は直売所との連携に関する内容」については、既存の漁協直営レストラン又は直売所との連携に関する内容について記載すること。

２　貸付けを受けようとする漁港施設及びその期間
	平　面　図
	

	









備考
漁港施設等活用事業を実施しようとする漁港において策定された活用推進計画に定められた範囲内で、貸付けを受けようとする漁港施設について、その場所と範囲が明確となるよう平面図に示す。

（貸付けを受けようとする漁港施設の詳細と貸付期間）
	施設名
	漁港施設の種類
	施設所有者
	数　　量
	貸付期間

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

備考
１　貸付けを受けようとする漁港施設について、漁港施設ごとに適宜欄を追加し、平面図で示した施設との対応がわかるよう施設名を示しつつ、漁港施設の種類、漁港施設の所有者、数量（面積）及び貸付期間を記載すること。
２　漁港施設の種類は、漁港台帳に記載されている漁港施設名を記載すること。

３　２に定めた漁港施設に設置する活用事業施設の種類及び規模その他の当該活用事業施設の設置に関する事項
	活用事業施設名
	

	活用事業施設の種類
	
	活用事業施設の規模
	

	活用事業施設の目的、事業に対する位置付け
	

	

	設置位置
	

	

	漁港施設の形質の変更内容
	

	



備考
１　活用事業施設ごとに適宜表を追加し記載すること。
２　活用事業施設の種類は、水産物の消費の増進に関する施設、交流の促進に関する施設、附帯施設の別を記載すること。
３　活用事業施設の規模は、上屋の場合は敷地面積、桟橋の場合は延長等活用事業施設の規模を適切に把握できる内容を記載すること。
４　設置位置については、平面図を添付することとし、「２　貸付けを受けようとする漁港施設とその期間」に示した漁港施設等との関係を明確にするよう配慮しつつ記載すること。なお、同一の平面図に活用事業施設をまとめて記載することを妨げない。
５　活用事業施設の設置に伴い漁港施設の形質を変更する場合、漁港施設の形質の変更内容を記載することが可能。（記載がない場合は、別途漁港法第37条に基づく漁港管理者の許可が必要となる。）







４　当該事業による漁業活動を阻害しないための配慮に関する事項の内容
	(1) 漁業活動上の利用と重複しないような空間的、時間的な調整について記載すること

	

	(２)来訪者や自動車などの交通量の増加が見込まれる場合、動線や駐車スペースの確保など、漁業上の利用に支障がでないための対策について記載すること

	


　

５　当該事業による漁港の利用等を阻害しないための配慮に関する事項の内容
	[bookmark: _Hlk215157222](１)漁港漁場整備事業が施行される場合に影響がないような調整や配慮について記載すること

	



	(２)観光客等の地震や津波発生時の対応等についての対策や、岸壁等からの落水等事故防止について記載すること

	



	(３)宮崎市景観計画への対応や周囲の景観への配慮について記載すること

	



	(４)事業実施（工事期間を含む）に発生する粉塵・騒音・振動及び排水処理について周辺環境悪化防止のための措置について記載すること

	



	(５)活用事業施設の建設若しくは改良又は土地の掘削若しくは盛り土を実施する場合、その内容が、周辺の地形や周辺施設の安定性に著しく影響を与えないための措置について記載すること

	





　　

[bookmark: _Hlk143249175]６　貸付け期間が満了した場合その他の事由により漁港施設の貸付けを受けないこととなった場合における活用事業施設の撤去の方法その他の当該漁港施設を原状に回復するための措置の内容
	








備考
１　漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合その他の事由により漁港施設等を用いないこととなった場合における、漁港施設上の施設の撤去や引き渡しその他の措置について、その実施内容を記載すること。


７　漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画
	








備考
１　漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画を記載すること。
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